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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　画素電極に印加される階調表示用の第１電圧と、この画素電極に対向する共通電極に印
加される第２電圧とをフレーム毎に変化させて交流化を行って両電極間の液晶画素を駆動
する液晶駆動装置であって、
　上記第２電圧に基づいて補正データを生成する補正データ生成手段と、
　生成された上記補正データに基づいて、上記第１電圧と上記第２電圧の差の絶対値がフ
レーム毎に等しくなるように上記第１電圧を調整する調整手段とを備え、
　上記補正データ生成手段は、
　上記第２電圧をデジタル信号に変換する変換手段と、
　上記デジタル信号に基づいて上記第２電圧の最大値及び最小値を保持する保持手段とを
備え、
　上記補正データは、上記第１電圧の振幅を補正する第１データと、上記第１電圧のオフ
セットを補正する第２データとからなることを特徴とする液晶駆動装置。
【請求項２】
　上記第１電圧の振幅の補正は、上記第１データと上記第２データとに基づいて行われる
ことを特徴とする請求項１に記載の液晶駆動装置。
【請求項３】
　上記調整手段は、上記補正データに応じて抵抗値が変化する可変抵抗であり、上記第１
電圧が抵抗値の上記変化に応じて調整されることを特徴とする請求項１に記載の液晶駆動
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装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、液晶駆動電圧の補正を行う液晶駆動装置に関するものである。
【０００２】
【従来の技術】
図５に、アクティブマトリックス方式の代表例であるＴＦＴ液晶表示装置（ＴＦＴ方式の
液晶パネルを用いた表示装置）の従来例のブロック構成を示す。３８０１はＴＦＴ液晶パ
ネル（共通電極（対向電極）を含む）を示し、３８０２はここでは、複数のソースドライ
バＩＣ３８０２－１、３８０２－２、…、及び３８０２－ｎ（ｎ：自然数）で構成された
ソースドライバを示し、３８０３はここでは、複数のゲートドライバＩＣ３８０３－１、
３８０３－２、…、及び３８０３－ｍ（ｍ：自然数）で構成されたゲートドライバを示し
、３８０４はコントロール回路（図５中、コントローラと記載）を示し、３８０５は液晶
パネルを駆動する各種電圧を生成する液晶駆動電源（電源回路）を示す。
【０００３】
上記コントロール回路３８０４は、制御信号として、ゲートドライバ３８０３へ垂直同期
信号や水平同期信号を送ると共に、ソースドライバ３８０２へは水平同期信号やソースド
ライバ用スタートパルス信号やデータ転送クロックＣＫを送る。外部から入力された表示
データは、コントロール回路３８０４を介してデジタル信号（Ｒ、Ｇ、Ｂに分けられた信
号）でソースドライバ３８０２へ入力される。
【０００４】
図６は、上記ソースドライバＩＣ３８０２－１のブロック図を示す。なお、他のソースド
ライバＩＣ３８０２－２、…、及び３８０２－ｎについては、ソースドライバＩＣ３８０
２－１と同じ構成を有しているので、ここでは、説明を省略する。
【０００５】
ソースドライバＩＣ３８０２－１においては、入力された表示データ（Ｒ、Ｇ、Ｂ）が時
分割で内部にラッチ（入力ラッチ回路４４０１）され、データの先頭を示すスタートパル
ス信号がデータ転送クロックＣＫに同期してシフトレジスタ回路４４０３内を転送され、
シフトレジスタ回路４４０３の各段からの出力信号に基づいて表示データのサンプリング
タイミングが生成される。
【０００６】
尚、シフトレジスタ回路４４０３内を転送したスタートパルス信号は、最後にカスケード
出力信号として、次段のソースドライバＩＣ３８０２－２へスタートパルス信号として送
られる。
【０００７】
上記サンプリングタイミングでラッチしたデータをサンプリングメモリ４４０４へ格納し
、ソースドライバＩＣ３８０２－１の出力分（１水平同期信号の表示データ）の表示デー
タをサンプリングメモリ４４０４へ格納する。その後、コントロール回路３８０４（図５
参照）からの水平同期信号に同期して、格納された上記表示データは、サンプリングメモ
リ４４０４からホールドメモリ４４０５へ転送されてラッチされる。
【０００８】
ホールドメモリ４４０５は、次の水平同期信号が入力されるまでの１水平同期期間、この
表示データを保持する。ホールドメモリ４４０５から出力された表示データは、レベルシ
フタ回路４４０６へ送られ、ここで信号レベルがシフトされ（一般的には昇圧される。）
、信号レベルが液晶パネルの最大駆動電圧に応じたレベルに変換された後、Ｄ／Ａ変換回
路４４０７へ送られる。
【０００９】
Ｄ／Ａ変換回路４４０７は、電圧生成回路４４０２（階調表示用の各種電圧を発生してい
る。）からの複数の階調表示用電圧のうち、表示データに応じた階調表示用電圧を１つ選
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択することで、デジタル／アナログ変換を行う。
【００１０】
選択された階調表示用電圧は、出力回路４４０８で低インピーダンス化され、液晶駆動出
力端子を介して出力されるようになっている。このときの階調表示用電圧を生成するのが
電圧生成回路４４０２である。電圧生成回路４４０２の回路構成を図１１に示す。
【００１１】
図１１の２２０１は、階調表示用電圧の最大電圧ＶＨ（以下、最大階調表示用電圧ＶＨと
称す。）と最小電圧ＶＬ（最小階調表示用電圧ＶＬと称す。）とを生成する回路である。
この回路２２０１には、補正電圧については後述するが、ソースドライバＩＣ３８０２－
１の外部に接続した可変抵抗２７０８及び２７０９を振幅情報及びオフセット情報に基づ
いてそれぞれ調整した振幅補正電圧とオフセット補正電圧が入力される。これらの補正電
圧に基づいて、最大階調表示用電圧ＶＨと最小階調表示用電圧ＶＬとが上記回路２２０１
において生成される。
【００１２】
（ＶＨ－ＶＬ）の電圧が次段の抵抗分割回路２２０２にて複数種類の電圧に分割され、階
調表示用電圧（例えば、６４階調表示であれば、６４種類の階調表示用電圧を生成）がそ
れぞれ生成される。この分割数は、表示パネル３８０１が必要とする階調数だけ必要とな
る。たとえば、６４階調を表示する６４分割が必要であり、２５６階調を表示する場合は
２５６分割必要である。
【００１３】
図１１の上記回路２２０１において、参照番号２７０５・２７０６は、低インピーダンス
変換手段であり、ここではボルテージフォロア型にしたオペアンプ（演算増幅器）で実現
している。
【００１４】
上記回路２２０１において、上記オフセット補正電圧は、ボルテージフォロア型オペアン
プ２７０６を介して、最小階調表示用電圧ＶＬとなる。一方、振幅補正電圧は、ボルテー
ジフォロア型オペアンプ２７０５を介して、抵抗２７０１と抵抗２７０２により電圧が分
割され、分割された電圧は非反転オペアンプ２７０７により増幅されて、最大階調表示用
電圧ＶＨとして出力される。抵抗２７０１、２７０２、２７０３、２７０４は、所望の電
圧値が生成されるように適宜設定される。
【００１５】
図７に、ＴＦＴ液晶パネル３８０１の構成図を示す。図中、３９０１は画素電極を示し、
３９０２は画素容量を示し、３９０３はＴＦＴ（スイッチ素子）を示し、３９０４はソー
ス信号ラインを示し、３９０５はゲート信号ラインを示し、３９０６は共通電極（対向電
極）を示す。
【００１６】
上記ソース信号ライン３９０４には、上記ソースドライバ３８０２から、表示画素の明る
さに応じて変化する階調表示用電圧が与えられる。上記ゲート信号ライン３９０５には、
上記ゲートドライバ３８０３から、縦方向に配設されたＴＦＴ３９０３が順次オンするよ
うに走査信号が与えられる。
【００１７】
オン状態のＴＦＴ３９０３を介して該ＴＦＴ３９０３のドレインに接続された画素電極３
９０１にソース信号ライン３９０４の電圧が印加され、上記対向電極３９０６との間の画
素容量３９０２に電荷が蓄積されると共に、ＴＦＴがオフ時はその電圧が保持されること
により、液晶の光透過率が変化し、該変化に応じて階調表示が行われる。
【００１８】
液晶表示装置においては、液晶の長期信頼性確保のために、ある周期で電圧の極性を反転
させて交流化し、これにより直流成分をキャンセルする交流駆動が行われる。液晶の長期
信頼性確保のための交流化の方式として、ＴＦＴ液晶パネルの場合、以下の２通りの方法
が一般的に行なわれている。
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【００１９】
第１の方法によれば、液晶パネル３８０１の共通電極３９０６の電圧を一定にして、ソー
ス信号ライン３９０４へ印加する電圧（図中、ソース電極電圧）を共通電極３８０６に対
して＋の電圧を印加する場合と－の電圧を印加する場合とで交流化している。
【００２０】
図８に上記第１の方法による駆動方法を示す。図８は、１画素に対する電圧の変化を示し
たものである。この場合、共通電極３９０６の電圧は一定（図中、点線）である一方、ソ
ース電極（画素電極３９０１）の電圧は画面のフレーム毎に共通電極３９０６に対して＋
Ｖ、－Ｖと変化させて交流駆動が行われる。液晶画素の光透過率は画素にかかる電圧の絶
対値で決まることから、このとき液晶画素にかかる電圧は各フレームとも｜Ｖ｜の電圧が
印加されることとなり、画素の光透過率は各フレームで同一の値となる。
【００２１】
第２の方法によれば、液晶パネル３８０１の共通電極３９０６とソース信号ライン３９０
４に印加される電圧（図中のソース電極電圧）とを双方変化させ、交流化している。
【００２２】
図９に上記第２の方法による駆動方法を示す。図９は、１画素に対する電圧の変化を示し
たもので、共通電極３９０６に印加される電圧を画面のフレーム毎に０（ボルト）と＋Ｖ
（ボルト）との間で変化させ、ソース電極（画素電極３９０１）の電圧も＋Ｖ（ボルト）
と０（ボルト）との間で変化させ、交流化が行われる。
【００２３】
共通電極３９０６の電圧が０（ボルト）のとき、ソース電極（画素電極３９０１）へ印加
される電圧は共通電極３９０６に対して＋の電圧となり、共通電極３９０６が＋Ｖのとき
、ソース電極に印加される電圧は共通電極３９０６に対して－の電圧となる。このように
、第２の方法の場合、共通電極３９０６とソース電極に加える電圧を変化させることによ
り、ソース電極に加える電圧は、上記第１の方法の１／２の電圧で済む。
【００２４】
液晶駆動を行う場合、共通電極３９０６の電圧に対して±５Ｖ程度の電圧が必要である。
液晶の駆動は、一般的に、共通電極３９０６の電圧に対して－の電圧、＋の電圧をソース
電極に与えて駆動を行う。第１の方法の場合、共通電極３９０６の電圧は一定であるため
表示制御は行いやすいが、ソース電極（画素電極３９０１）を駆動する電圧を－５Ｖ～＋
５Ｖ（共通電極電圧０Ｖの場合）や、０Ｖ～１０Ｖ（共通電極電圧５Ｖとした場合）のよ
うに、１０Ｖ程度の電圧を出力できる駆動回路が必要になる。
【００２５】
一方、上記第２の方法の場合は、共通電極３９０６を変化させるため、表示制御回路は複
雑になるが、一般的に安価なプロセス（高耐圧のプロセスが不用で、一般的なロジック回
路と同じ低耐圧プロセスを使用可能）である５Ｖ対応の駆動回路で構成できる利点がある
。
【００２６】
ここで、上記第２の方法による液晶駆動について説明する。図９に示すように共通電極３
９０６の電圧を可変させる方法において、ソース電極（画素電極３９０１）に印加される
最大階調表示用電圧ＶＨと共通電極３９０６に印加される電圧との差の絶対値と、最小階
調表示用電圧ＶＬと共通電極３９０６に印加される電圧との差の絶対値とが等しくない場
合（オフセットを持つ場合）を図１０に示す。この場合、＋Ｖと－Ｖとで電圧の絶対値が
異なるため、フレーム毎に液晶画素の光透過率が変化し、表示品位が著しく低下してしま
う。
【００２７】
このため、最大階調表示用電圧ＶＨと最小階調表示用電圧ＶＬの調整を行い、共通電極３
９０６に印加されている電圧レベルと同じにする必要が生ずる。
【００２８】
これに対して、特開２０００－２６７６１８（特許文献１）においては、飛びこみ電圧に



(5) JP 4330871 B2 2009.9.16

10

20

30

40

50

よる液晶駆動波形の変化による表示への影響を除くために、共通電極の電圧を調整する方
法が開示されている。このように、ソース電極に印加される最大階調表示用電圧ＶＨと共
通電極に印加される電圧との差の絶対値と、最小階調表示用電圧ＶＬと共通電極に印加さ
れる電圧との差の絶対値とが等しくない場合、表示品位に影響を与えることになる。
【００２９】
また、最大階調表示用電圧ＶＨと最小階調表示用電圧ＶＬの調整を行い、共通電極に印加
されている電圧レベルと同じにした後でも、ノイズ等により電圧が変わることが問題にな
るので、ＶＨとＶＬの調整は非常に重要事項である。
【００３０】
従来は、目視等による表示品位のチェックや実際の電圧測定から振幅情報、オフセット情
報を導き出し、図６及び図１１に示すように、ソースドライバＩＣ外部に接続した可変抵
抗２７０８・２７０９により振幅補正電圧及びオフセット補正電圧をそれぞれ調整し、ソ
ース電極に印加される最大階調表示用電圧ＶＨと最小階調表示用電圧ＶＬとを調整するこ
とによって、表示品位の改善が行われていた。
【００３１】
図６及び図１１の説明で補正電圧について説明を省略していたが、補正電圧とは、上記し
たように、図１０のような状態を補正し、＋Ｖと－Ｖとの絶対値を同一にする、振幅補正
電圧およびオフセット補正電圧のことである。
【００３２】
ここで、図１１を参照しながら、従来回路の動作を説明する。まず、基本となる最大階調
表示用電圧ＶＨと最小階調表示用電圧ＶＬを決める。例えば、最大階調表示用電圧ＶＨを
５Ｖ、最小階調表示用電圧ＶＬを０Ｖとする。このとき、振幅電圧（＝ＶＨ－ＶＬ）は５
Ｖになるので、振幅補正電圧は５Ｖ、オフセット補正電圧は０Ｖになる。
【００３３】
オペアンプ２７０５の出力電圧は５Ｖであり、オペアンプ２７０６の出力電圧は０Ｖにな
るので、抵抗２７０１と抵抗２７０２が同一の抵抗値とすると、オペアンプ２７０７の非
反転入力端子（＋入力端子）には２．５Ｖが印加されることになる。オペアンプ２７０７
は、抵抗２７０３と抵抗２７０４とで非反転増幅回路を構成しており、抵抗２７０３と抵
抗２７０４の抵抗値が同一の場合、入力電圧の２倍の出力電圧を出力するので、最大階調
表示用電圧ＶＨは５Ｖになる。
【００３４】
一方、オペアンプ２７０６の非反転入力端子に印加された入力電圧と同一の電圧がオペア
ンプ２７０６の出力端子から出力されるので、最小階調表示用電圧ＶＬは０Ｖとなる。こ
の最大階調表示用電圧ＶＨと最小階調表示用電圧ＶＬの間を分割し、複数種類の階調表示
用電圧を抵抗分割回路２２０２において生成する。
【００３５】
このとき、共通電極に印加される電圧が０Ｖ～５Ｖの振幅波形であれば問題ないが、ここ
では、例えば、０．２Ｖ～４．８Ｖの振幅波形が共通電極に印加される場合を想定して説
明する。なお、この場合、図１１において、抵抗２７０１と抵抗２７０２とは抵抗値が等
しく、且つ、抵抗２７０３と抵抗２７０４とは抵抗値が等しいとする。
【００３６】
すなわち、振幅情報が４．６Ｖ（＝４．８－０．２）、オフセット情報が０．２Ｖになる
ので、可変抵抗２７０８を調整して振幅補正電圧を４．６Ｖに補正し、また可変抵抗２７
０９を調整してオフセット補正電圧を０．２Ｖに補正する。
【００３７】
重ね合わせの原理、及び上記抵抗２７０１と抵抗２７０２の関係により、上記振幅補正電
圧（４．６Ｖ）の１／２である２．３Ｖ、及び上記オフセット補正電圧（０．２Ｖ）の１
／２である０．１Ｖがオペアンプ２７０７の非反転入力端子に供給される。上記２．３Ｖ
及び上記０．１Ｖがそれぞれオペアンプ２７０７において２倍に増幅され、４．８Ｖの電
圧がオペアンプ２７０７の出力端子から最大階調表示用電圧ＶＨとして上記抵抗分割回路
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２２０２に供給される。このとき、最小階調表示用電圧ＶＬは、０．２Ｖである。
【００３８】
このように、最大階調表示用電圧ＶＨと最小階調表示用電圧ＶＬを共通電極に入力される
電圧の振幅情報とオフセット情報により補正を行うことができ、前述した＋Ｖと－Ｖの絶
対値を同一にすることができる。
【００３９】
【特許文献１】
特開２０００－２６７６１８号公報（公開日：平成１２年９月２９日）
【００４０】
【発明が解決しようとする課題】
しかしながら、上記従来の技術は以下の問題点を有している。
【００４１】
図６及び図１１の従来技術では、液晶ドライバ（ソースドライバ３８０２等）等を表示パ
ネル３８０１に実装し表示品位を確認し、可変抵抗２７０８及び２７０９をそれぞれ調整
してオフセットの補正が行われる。このように、可変抵抗２７０８及び２７０９等の外部
電圧補正部品（外付けの電圧補正部品）がソースドライバＩＣ毎に必要となるため、部品
点数が増大し、コスト高を招来する。
【００４２】
また、実装後に調整を行うための機構が必要になるので、モジュールの設計の自由度が制
限される。
【００４３】
更に、出荷する製品毎に外部電圧補正部品によるオフセット電圧の調整が必要となるので
、作業の煩雑化を招来する。
【００４４】
本発明は、上記従来の問題点に鑑みなされたものであって、その目的は、部品点数の増大
を抑制し、低コストでオフセット調整が容易に行える液晶駆動装置を提供することにある
。
【００４５】
【課題を解決するための手段】
本発明の液晶駆動装置は、上記課題を解決するために、表示データに応じて変化し画素電
極に印加される階調表示用の第１電圧と、この画素電極に対向する共通電極に印加される
第２電圧とをフレーム毎に変化させて交流化を行って両電極間の液晶画素を駆動する液晶
駆動装置であって、補正データを格納する格納手段と、上記補正データに基づいて、上記
第１電圧と上記第２電圧の差の絶対値がフレーム毎に等しくなるように上記第１電圧を調
整する調整手段とを備えたことを特徴としている。
【００４６】
上記の発明によれば、液晶が画素電極と共通電極との間に挟持されており、表示データに
応じて変化する階調表示用の第１電圧が上記画素電極に印加されると共に、上記共通電極
に第２電圧が印加される。両電極に印加される第１及び第２電圧によって、液晶画素の光
透過率が変化し、この変化に応じて階調表示が行われる。
【００４７】
液晶の長期信頼性確保のために、上記第１電圧と上記第２電圧とをフレーム毎に変化させ
て交流化が行われる。この際、第１電圧と第２電圧の差の絶対値がフレーム毎に等しくな
い場合、フレーム毎に液晶画素の透過率が変化し、表示品位が著しく低下してしまう。
【００４８】
そこで、上記液晶駆動装置によれば、補正データが格納手段に格納されており、この補正
データに基づいて、上記第１電圧と上記第２電圧の差の絶対値がフレーム毎に等しくなる
ように上記第１電圧が調整手段によって調整される。これにより、第１電圧と第２電圧の
差の絶対値がどのフレームでも等しくなるので、フレーム毎に液晶画素の透過率は変化せ
ず、表示品位が著しく向上する。
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【００４９】
また、上記液晶駆動装置には補正データを格納する格納手段が設けられているので、従来
必要であった外付けの補正手段が不要となり、構成の簡素化及び低コスト化が可能となる
。格納手段に補正データを格納するだけで、あとは調整手段が調整を行うので、調整作業
が著しく簡素化されると共に、調整者の習熟度に無関係に一律な調整が行える。
【００５０】
上記補正データは、上記第１電圧の振幅を補正する第１データと、上記第１電圧のオフセ
ットを補正する第２データとからなることが好ましい。上記第１電圧の振幅の補正は、上
記第１データと上記第２データとに基づいて行われることが好ましい。この場合、オフセ
ット補正の内容が反映されて第１電圧の振幅の補正が行われるので、調整手段における微
調整が不要となる。
【００５１】
上記表示データと、この表示データと同じラインを介して入力される上記補正データとを
切り替える切替手段を更に備え、上記補正データは、該切替手段から上記格納手段へ供給
されることが好ましい。
【００５２】
この場合、補正データと表示データとは同じラインを使用して入力されるので、補正デー
タ用に別途入力端子や伝送ラインを設ける必要がなく、構成を簡素化できる。また、補正
データの入力は、表示データの入力と同じように行われるので、特別な機構を必要とせず
、モジュールの設計に制限を与えることはない。
【００５３】
本発明に係る他の液晶駆動装置は、上記課題を解決するために、画素電極に印加される階
調表示用の第１電圧と、この画素電極に対向する共通電極に印加される第２電圧とをフレ
ーム毎に変化させて交流化を行って両電極間の液晶画素を駆動するものであって、上記第
２電圧に基づいて補正データを生成する補正データ生成手段と、生成された上記補正デー
タに基づいて、上記第１電圧と上記第２電圧の差の絶対値がフレーム毎に等しくなるよう
に上記第１電圧を調整する調整手段とを備えたことを特徴としている。
【００５４】
上記の発明によれば、液晶が画素電極と共通電極との間に挟持されており、表示データに
応じて変化する階調表示用の第１電圧が上記画素電極に印加されると共に、上記共通電極
に第２電圧が印加される。両電極に印加される第１及び第２電圧によって、液晶画素の光
透過率が変化し、この変化に応じて階調表示が行われる。
【００５５】
液晶の長期信頼性確保のために、上記第１電圧と上記第２電圧とをフレーム毎に変化させ
て交流化が行われる。この際、第１電圧と第２電圧の差の絶対値がフレーム毎に等しくな
い場合、フレーム毎に液晶画素の透過率が変化し、表示品位が著しく低下してしまう。
【００５６】
そこで、上記液晶駆動装置によれば、上記第２電圧に基づいて補正データが補正データ生
成手段によって生成される。生成された上記補正データに基づいて、上記第１電圧と上記
第２電圧の差の絶対値がフレーム毎に等しくなるように上記第１電圧が調整手段によって
調整される。これにより、第１電圧と第２電圧の差の絶対値がどのフレームでも等しくな
るので、フレーム毎に液晶画素の透過率は変化せず、表示品位が著しく向上する。
【００５７】
また、上記液晶駆動装置には補正データを生成する補正データ生成手段が設けられている
ので、従来必要であった外付けの補正手段が不要となり、構成の簡素化及び低コスト化が
可能となる。格納手段に補正データを格納するだけで、あとは調整手段が調整を行うので
、調整作業が著しく簡素化されると共に、調整者の習熟度に無関係に一律な調整が行える
。
【００５８】
また、共通電極に印加される第２電圧に基づいて補正データを生成することによって、外
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部から補正データを供給されることなく、自動的に第１電圧の調整を行うことが可能とな
る。
【００５９】
上記補正データ生成手段は、上記第２電圧をデジタル信号に変換する変換手段と、上記デ
ジタル信号に基づいて上記第２電圧の最大値及び最小値を保持する保持手段とを備えてい
ることが好ましい。
【００６０】
上記補正データは、上記第１電圧の振幅を補正する第１データと、上記第１電圧のオフセ
ットを補正する第２データとからなることが好ましい。上記第１電圧の振幅の補正は、上
記第１データと上記第２データとに基づいて行われることが好ましい。この場合、オフセ
ット補正の内容が反映されて第１電圧の振幅の補正が行われるので、調整手段における微
調整が不要となる。
【００６１】
上記格納手段は、書き換え可能なメモリであることが好ましい。この場合、
書き換え可能なメモリに、製品出荷時に補正データを書きこむことができ、表示品位を簡
単に調整し出荷可能となる。また、製品出荷後でも、補正データを書き換えることによっ
て、適宜、調整が容易に行える。
【００６２】
上記調整手段は、上記補正データに応じて抵抗値が変化する可変抵抗であり、上記第１電
圧が抵抗値の上記変化に応じて調整されることが好ましい。この場合、可変抵抗は、たと
えば、複数の抵抗が直列に接続され、各抵抗の両端にスイッチ手段が並列に接続されたも
ので構成でき、これらのスイッチ手段の開閉を上記補正データによって行い、これにより
、それぞれ抵抗値が変化し、この抵抗値の変化に応じて、上記第１電圧を調整することが
可能となる。
【００６３】
【発明の実施の形態】
本発明の実施の一形態について図１及び図２に基づいて説明すれば、以下のとおりである
。
【００６４】
図２に本発明に係る液晶駆動装置のソースドライバの構成例を示す。なお、図５及び図６
の構成と同じ機能を有する部材については同じ参照番号を付記し、詳細な説明を省略する
。
【００６５】
図２に示すソースドライバＩＣ３８０２－１は、入力ラッチ回路４４０１の前段にセレク
タ回路１０００が更に設けられている点、及び電圧生成回路４４０２とは異なる電圧生成
回路１００１を有している点において、図６に示すソースドライバＩＣ３８０２－１と異
なっている。
【００６６】
外部から供給された表示データは、前記コントロール回路３８０４（図５参照）によって
デジタル信号（Ｒ、Ｇ、及びＢに分けられた信号で、以下、デジタル表示データ（Ｒ）、
（Ｇ）、及び（Ｂ）と称し、総称する場合には単にデジタル表示データと称す。）に変換
された後、図２に示すソースドライバＩＣ３８０２－１内の上記セレクタ回路１０００へ
供給される。
【００６７】
上記セレクタ回路１０００には、デジタル表示データ（Ｒ）、（Ｇ）、及び（Ｂ）を伝送
するのと同じラインを介して、補正データ（以下、デジタル補正データ（Ｒ）、（Ｇ）、
及び（Ｂ）と称し、総称する場合には単にデジタル補正データと称す。）が上記コントロ
ール回路３８０４から供給されている。
【００６８】
この場合、デジタル補正データとデジタル表示データとは同じラインを使用して入力され
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るので、デジタル補正データ用に別途入力端子や伝送ラインを設ける必要がなく、構成を
簡素化できる。また、デジタル補正データの入力は、デジタル表示データの入力と同じよ
うに行われるので、特別な機構を必要とせず、モジュールの設計に制限を与えることはな
い。
【００６９】
上記コントロール回路３８０４からのデータ切り替え信号に基づいて、上記セレクタ回路
１０００は、上記デジタル補正データを電圧生成回路１００１へ送るか、又は上記デジタ
ル表示データを上記入力ラッチ回路４４０１へ送るかを選択する。
【００７０】
上記デジタル補正データは、例えば、液晶表示装置の電源がオンされた際にコントロール
回路３８０４からソースドライバＩＣ３８０２－１に供給され、以後、通常のデジタル表
示データが出力されるようにしてもよいが、本発明は、これに限定されるものではなく、
デジタル表示データと同じラインを使用してデジタル補正データが上記セレクタ回路１０
００へ送られるのであれば、どのような形態でもよい。これにより、デジタル補正データ
はデジタル表示データと同じライン（すなわち、同じ入力端子）を介してセレクタ回路１
０００へ供給されるので、ライン数の増大及び入力端子の増大を確実に回避できる。
【００７１】
ここで、上記電圧生成回路１００１の構成例を図１に示す。図１及び図２を参照しながら
、上記電圧生成回路１００１について以下に説明する。
【００７２】
デジタル表示データと、デジタル補正データとの切り替えは、上記データ切り替え信号に
基づいて上記セレクタ回路１０００において行われ、いずれか一方がセレクタ回路１００
０から出力される。上記セレクタ回路１０００は、上記データ切り替え信号に基づいてデ
ジタル表示データとデジタル補正データを判別し、デジタル表示データであれば入力ラッ
チ回路４４０１へ送り、デジタル補正データであれば電圧生成回路１００１へ送る。
【００７３】
上記の電圧生成回路１００１は、図１に示すように、オフセット情報格納レジスタ２０５
１、振幅情報格納レジスタ２０５２、及び加算・演算回路２０５０を備えている。上記の
振幅情報格納レジスタ２０５２は、上記デジタル補正データを格納する記憶部であり、上
記デジタル補正データは、前述したオフセット情報及び振幅情報をデジタル信号に変換し
たものである。
【００７４】
上記の電圧生成回路１００１は、更に、電源電圧ＶＤＤを分圧する抵抗２００２及び抵抗
２００３を備え、分圧された電圧（抵抗２００３の両端の電圧）を基準電圧としてボルテ
ージフォロア型のオペアンプ２００６及び２００７の非反転入力端子へそれぞれ出力する
。
【００７５】
上記オペアンプ２００６において低インピーダンス変換された基準電圧は可変抵抗２００
４を介して電源電圧ＶＤＤにプルアップされ、可変抵抗２００４の出力が最大階調表示用
電圧ＶＨとしてボルテージフォロア型のオペアンプ２０５３を介して抵抗分割回路２２０
２へ供給される。
【００７６】
一方、上記オペアンプ２００７において低インピーダンス変換された基準電圧は可変抵抗
２００５を介してグランドラインにプルダウンされ、可変抵抗２００５の出力が最小階調
表示用電圧ＶＬとしてボルテージフォロア型のオペアンプ２０５４を介して抵抗分割回路
２２０２へ供給される。
【００７７】
上記の可変抵抗２００４は、上記の加算・演算回路２０５０の出力信号に応じて抵抗値が
変化するように構成されている。同様に、上記の可変抵抗２００５は、上記オフセット情
報格納レジスタ２０５１の内容に応じて抵抗値が変化するように構成されている。
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【００７８】
このように、上記の加算・演算回路２０５０の出力信号及びオフセット情報格納レジスタ
２０５１の値を変更するだけで、上記最大階調表示用電圧ＶＨ及び最小階調表示用電圧Ｖ
Ｌの電圧を可変（調整）することができる。
【００７９】
上記の可変抵抗２００４及び２００５は、既存の回路で構成でき、例えば、複数の抵抗が
直列に接続され、各抵抗の両端にアナログスイッチが並列に接続されたものでよく、これ
らのアナログスイッチの開閉を上記デジタル補正データによって行い、これにより、それ
ぞれ抵抗値が変化する。
【００８０】
上記複数の抵抗及びアナログスイッチを集積回路で実現することによって、液晶駆動装置
を構成する部品の数が少なくなり、製品を組み立てるときの工数が減少するので、コスト
削減が可能となる。
【００８１】
上記可変抵抗２００４は、上記アナログスイッチの開閉を上記の加算・演算回路２０５０
の出力信号を制御することによって、オペアンプ２０５３の非反転入力端子と電源電圧Ｖ
ＤＤとの間の抵抗と、この非反転入力端子とオペアンプ２００６の出力端子との間の抵抗
との比を変化させ、上記非反転入力端子に印加される電圧（最大階調表示用電圧ＶＨに等
しい。）を変えるものである。これに応じて変化する電圧が、上記最大階調表示用電圧Ｖ
Ｈとして上記オペアンプ２０５３を介して抵抗分割回路２２０２へ供給される。
【００８２】
上記の可変抵抗２００５は、同様に、上記アナログスイッチの開閉を上記オフセット情報
格納レジスタ２０５１の内容（値）を制御（可変）することによって、オペアンプ２０５
４の非反転入力端子とオペアンプ２００７の出力端子との間の抵抗と、この非反転入力端
子とグランドとの間の抵抗の比を変化させ、上記非反転入力端子に印加される電圧（最小
階調表示用電圧ＶＬに等しい。）を変えるものである。これに応じて変化する電圧が上記
最小階調表示用電圧ＶＬとして上記オペアンプ２０５４を介して抵抗分割回路２２０２へ
供給される。
【００８３】
図１に示す例によれば、最大階調表示用電圧ＶＨを制御する可変抵抗２００４は、振幅情
報格納レジスタ２０５２の値と、オフセット情報格納レジスタ２０５１の値とを加算・演
算回路２０５０にて加算した内容に基づいて上記抵抗の比が変化するように構成されてい
る。
【００８４】
このように、振幅情報格納レジスタ２０５２の値を変更することにより、共通電極に入力
される電圧の振幅電圧との差を調整することができると共に、最小階調表示用電圧ＶＬを
調整するためにオフセット情報格納レジスタ２０５１の内容を変更した場合も加算・演算
回路２０５０にて最小階調表示用電圧ＶＬの調整幅も最大階調表示用電圧ＶＨに反映させ
ることができる。
【００８５】
以上のように、図１の構成によれば、ソースドライバＩＣ３８０２－１の出力電圧の最大
階調表示用電圧ＶＨと共通電極に印加される電圧との差の絶対値と、上記出力電圧の最小
階調表示用電圧ＶＬと共通電極に印加される電圧との差の絶対値とをフレーム毎に等しく
することができる。これにより、上記絶対値がどのフレームでも等しくなるので、フレー
ム毎に液晶画素の透過率は変化せず、表示品位が著しく向上する。
【００８６】
また、ソースドライバＩＣ３８０２－１内に、加算・演算回路２０５０、オフセット情報
格納レジスタ２０５１、及び振幅情報格納レジスタ２０５２が設けられているので、従来
必要であった外付けの補正手段が不要となり、構成の簡素化及び低コスト化が可能となる
。上記レジスタにデジタル補正データを格納するだけで調整が行えるので、調整作業が著
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しく簡素化されると共に、調整者の習熟度に無関係に一律な調整が行える。
【００８７】
上記最大階調表示用電圧ＶＨと最小階調表示用電圧ＶＬとは、次段の抵抗分割回路２２０
２にて分割（最小階調表示用電圧ＶＬ～最大階調表示用電圧ＶＨまで、（ＶＨ－ＶＬ）／
ｎの間隔で等分割）され、所望の階調表示用電圧（例えば、６４階調表示の場合（ｎ＝６
４）、６４通りの階調表示用電圧）が生成される。
【００８８】
図１の振幅情報格納レジスタ２０５２および、オフセット情報格納レジスタ２０５１を電
気的書き換え可能な不揮発性メモリや強誘電体メモリ（ＦＥＲＡＭ）で構成すると、デジ
タル補正データを書き込んで表示品位を調整した後、出荷することが可能となる。
【００８９】
また、デジタル補正データの書き込み用手段を用意しておくと、コントロール回路３８０
４を介してデジタル補正データを書き込むことによって、出荷後でも上記最大階調表示用
電圧ＶＨ及び最小階調表示用電圧ＶＬの調整が容易に行える。この際、複数の情報を格納
可能としておくことで、出荷後の微調整等も容易に行える。
【００９０】
また、上記オフセット情報格納レジスタ２０５１や振幅情報格納レジスタ２０５２は、揮
発性メモリ、あるいはラッチ回路で構成し、コントロール回路３８０４からのデジタル補
正データを動作の前に格納するだけでもよい。
【００９１】
ここで、図３を参照しながら、上記電圧生成回路１００１の他の構成例について以下に説
明する。なお、図１及び図１１と同じ機能を有する部材には同じ参照番号を付記し、詳細
な説明を省略する。
【００９２】
図３に示す参照番号２２０２は、図１１と同一の構成を有している。可変抵抗２７０８は
、例えば、電源電圧ＶＤＤ－接地電圧（グランド）間に、複数の抵抗が直列に接続され、
各抵抗の両端にアナログスイッチが並列に接続されたものでよい。
【００９３】
上記アナログスイッチの開閉を振幅情報格納レジスタ２０５２に格納されているデジタル
補正データに基づいて制御することによって、ボルテージフォロア型のオペアンプ２７０
５の非反転入力端子と電源電圧ＶＤＤとの間の抵抗と、この非反転入力端子とグランドと
の間の抵抗との比を変化させ、これにより、上記非反転入力端子に印加される振幅補正電
圧を変えている。
【００９４】
可変抵抗２７０９は、上記の可変抵抗２７０８と同様の構成を有し、各抵抗の両端に並列
に接続されたアナログスイッチの開閉をオフセット情報格納レジスタ２０５１に格納され
ているデジタル補正データに基づいて制御することによって、ボルテージフォロア型のオ
ペアンプ２７０６の非反転入力端子と電源電圧ＶＤＤとの間の抵抗と、この非反転入力端
子とグランドとの間の抵抗との比を変化させ、これにより、上記非反転入力端子に印加さ
れるオフセット補正電圧を変えている。
【００９５】
上記複数の抵抗及びアナログスイッチを集積回路で実現することによって、液晶駆動装置
を構成する部品の数が少なくなり、製品を組み立てるときの工数が減少するので、コスト
削減が可能となる。
【００９６】
上記の振幅情報格納レジスタ２０５２及びオフセット情報格納レジスタ２０５１は、図１
の場合と同じ構成を有している。
【００９７】
図３において、上記オフセット補正電圧は、オペアンプ２７０６において低インピーダン
ス変換された後、上記最小階調表示用電圧ＶＬとして抵抗分割回路２２０２へ供給される
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。一方、上記振幅補正電圧は、オペアンプ２７０５において低インピーダンス変換された
後、抵抗２７０１の一端に印加される。この抵抗２７０１の他端はオペアンプ２７０７の
非反転入力端子に接続されると共に抵抗２７０２の一端に接続されている。この抵抗２７
０２の他端には上記最小階調表示用電圧ＶＬが印加されている。
【００９８】
例えば、振幅情報格納レジスタ２０５２に振幅補正電圧４．６Ｖに対応するデジタル補正
データが格納されると共にオフセット情報格納レジスタ２０５１にオフセット補正電圧０
．２Ｖに対応するデジタル補正データが格納されているとし（０．２Ｖ～４．８Ｖの振幅
波形が共通電極に印加される場合に対応する。）、抵抗２７０１と抵抗２７０２とは抵抗
値が等しく、且つ、抵抗２７０３と抵抗２７０４とは抵抗値が等しいとすると、図１１の
構成の場合と同様に、４．８Ｖの電圧が最大階調表示用電圧ＶＨとして、オペアンプ２７
０７の出力端子から上記抵抗分割回路２２０２へ供給される。このとき、最小階調表示用
電圧ＶＬは、０．２Ｖである。
【００９９】
このように、最大階調表示用電圧ＶＨと最小階調表示用電圧ＶＬを振幅情報格納レジスタ
２０５２及びオフセット情報格納レジスタ２０５１に格納されたデジタル補正データに基
づいて調整することが可能となる。これにより、どのフレームにおいても、ソースドライ
バＩＣ３８０２－１の出力電圧の最大階調表示用電圧ＶＨと共通電極に印加される電圧と
の差の絶対値と、上記出力電圧の最小階調表示用電圧ＶＬと共通電極に印加される電圧と
の差の絶対値とを等しくすることができる。
【０１００】
図３の構成は、上記構成に限定されるものではなく、図１の構成と同じようにオフセット
情報格納レジスタ２０５１と振幅情報格納レジスタ２０５２とからのデジタル補正データ
を加算・演算回路２０５０を介して加算した後、振幅補正電圧を生成するデータにしても
よい。この場合には、上記振幅補正電圧の生成において上記最小階調表示用電圧ＶＬが加
算されることはない。
【０１０１】
図４は、本発明に係る液晶駆動装置のソースドライバＩＣ３８０２－１の他の構成例を示
している。なお、図４は、デジタル補正データを入力する代わりに、共通電極に印加され
る電圧を入力し、この電圧に基づいてデジタル補正データを生成し、これを電圧生成回路
１００１に供給する補正データ生成回路１００４を備えている点において、図２の構成と
異なっている。なお、図２と同じ機能を有する部材については同じ参照番号を付記し、詳
細な説明を省略する。
【０１０２】
上記の補正データ生成回路１００４は、例えば、入力される共通電極印加電圧をアナログ
からデジタルに変換するＡ／Ｄ変換回路と、この変換結果から最小レベル（最小階調表示
用電圧ＶＬに関するデータ）と最大レベル（最大階調表示用電圧ＶＨに関するデータ）と
を保持するラッチ回路を有していればよく、さらに微調整が必要な場合のために演算回路
（加算回路もしくは減算回路）を備えた構成でもよい。
【０１０３】
上記補正データは電圧生成回路１００１へ供給され、ここで、補正した階調表示用電圧が
生成される。なお、上記電圧生成回路１００１は、図１又は図３の構成のものを使用する
ことができる。
【０１０４】
図４の構成によれば、補正データ生成回路１００４において、共通電極に供給される電圧
が検出され、この電圧に基づいて自動的に上記最大階調表示用電圧ＶＨと最小階調表示用
電圧ＶＬの調整を行うことが可能となる。
【０１０５】
以上のように、図４の構成によれば、ソースドライバＩＣ３８０２－１の出力する波形の
振幅電圧とオフセット電圧を簡単に調整できるため、共通電極とソースドライバＩＣ３８
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０２－１の出力電圧とで生成する、液晶画素への印加電圧の絶対値を各フレームで同一に
し、これにより、表示品位を著しく向上させることが容易にしかも確実に行える。
【０１０６】
また、上記構成によれば、補正データ生成回路１００４をソースドライバＩＣ３８０２－
１内に設け、ソースドライバＩＣ３８０２－１内部でオフセットの調整をするようにして
いるので、外部電圧補正部品の削減化を図ることが可能となる。
【０１０７】
また、オフセットの調整が、上記内部レジスタへ書きこむ数値を変更することによって行
えるので、オフセット調整作業を簡単にすることができる。
【０１０８】
また、共通電極に供給する電圧を検出する等の検出手段を用いることにより、自動的に上
記最大階調表示用電圧ＶＨと最小階調表示用電圧ＶＬの電圧調整を行うこともできる。
【０１０９】
尚、以上は、上記の補正データ生成回路１００４がソースドライバＩＣ３８０２－１内に
設けられた例について説明したが、本発明はこれに限定されるものではなく、たとえば、
コントロール回路３８０４内に設けて補正データをソースドライバＩＣ３８０２－１へ供
給する構成でもよい。
【０１１０】
また、本発明は、上述した各実施形態に限定されるものではなく、請求項に示した範囲で
種々の変更が可能であり、異なる実施形態にそれぞれ開示された技術的手段を適宜組み合
わせて得られる実施形態についても本発明の技術的手段に含まれる。
【０１１１】
【発明の効果】
本発明の液晶駆動装置は、以上のように、表示データに応じて変化し画素電極に印加され
る階調表示用の第１電圧と、この画素電極に対向する共通電極に印加される第２電圧とを
フレーム毎に変化させて交流化を行って両電極間の液晶画素を駆動する液晶駆動装置であ
って、補正データを格納する格納手段と、上記補正データに基づいて、上記第１電圧と上
記第２電圧の差の絶対値がフレーム毎に等しくなるように上記第１電圧を調整する調整手
段とを備えたことを特徴としている。
【０１１２】
上記の発明によれば、液晶が画素電極と共通電極との間に挟持されており、表示データに
応じて変化する階調表示用の第１電圧が上記画素電極に印加されると共に、上記共通電極
に第２電圧が印加される。両電極に印加される第１及び第２電圧によって、液晶画素の光
透過率が変化し、この変化に応じて階調表示が行われる。
【０１１３】
液晶の長期信頼性確保のために、上記第１電圧と上記第２電圧とをフレーム毎に変化させ
て交流化が行われる。この際、第１電圧と第２電圧の差の絶対値がフレーム毎に等しくな
い場合、フレーム毎に液晶画素の透過率が変化し、表示品位が著しく低下してしまう。
【０１１４】
そこで、上記液晶駆動装置によれば、補正データが格納手段に格納されており、この補正
データに基づいて、上記第１電圧と上記第２電圧の差の絶対値がフレーム毎に等しくなる
ように上記第１電圧が調整手段によって調整される。これにより、第１電圧と第２電圧の
差の絶対値がどのフレームでも等しくなるので、フレーム毎に液晶画素の透過率は変化せ
ず、表示品位が著しく向上する。
【０１１５】
また、上記液晶駆動装置には補正データを格納する格納手段が設けられているので、従来
必要であった外付けの補正手段が不要となり、構成の簡素化及び低コスト化が可能となる
。格納手段に補正データを格納するだけで、あとは調整手段が調整を行うので、調整作業
が著しく簡素化されると共に、調整者の習熟度に無関係に一律な調整が行えるという効果
を併せて奏する。
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【０１１６】
上記補正データは、上記第１電圧の振幅を補正する第１データと、上記第１電圧のオフセ
ットを補正する第２データとからなることが好ましい。上記第１電圧の振幅の補正は、上
記第１データと上記第２データとに基づいて行われることが好ましい。この場合、オフセ
ット補正の内容が反映されて第１電圧の振幅の補正が行われるので、調整手段における微
調整が不要となるという効果を併せて奏する。
【０１１７】
上記表示データと、この表示データと同じラインを介して入力される上記補正データとを
切り替える切替手段を更に備え、上記補正データは、該切替手段から上記格納手段へ供給
されることが好ましい。
【０１１８】
この場合、補正データと表示データとは同じラインを使用して入力されるので、補正デー
タ用に別途入力端子や伝送ラインを設ける必要がなく、構成を簡素化できる。また、補正
データの入力は、表示データの入力と同じように行われるので、特別な機構を必要とせず
、モジュールの設計に制限を与えることはないという効果を併せて奏する。
【０１１９】
本発明に係る他の液晶駆動装置は、以上のように、画素電極に印加される階調表示用の第
１電圧と、この画素電極に対向する共通電極に印加される第２電圧とをフレーム毎に変化
させて交流化を行って両電極間の液晶画素を駆動するものであって、上記第２電圧に基づ
いて補正データを生成する補正データ生成手段と、生成された上記補正データに基づいて
、上記第１電圧と上記第２電圧の差の絶対値がフレーム毎に等しくなるように上記第１電
圧を調整する調整手段とを備えたことを特徴としている。
【０１２０】
上記の発明によれば、液晶が画素電極と共通電極との間に挟持されており、表示データに
応じて変化する階調表示用の第１電圧が上記画素電極に印加されると共に、上記共通電極
に第２電圧が印加される。両電極に印加される第１及び第２電圧によって、液晶画素の光
透過率が変化し、この変化に応じて階調表示が行われる。
【０１２１】
液晶の長期信頼性確保のために、上記第１電圧と上記第２電圧とをフレーム毎に変化させ
て交流化が行われる。この際、第１電圧と第２電圧の差の絶対値がフレーム毎に等しくな
い場合、フレーム毎に液晶画素の透過率が変化し、表示品位が著しく低下してしまう。
【０１２２】
そこで、上記液晶駆動装置によれば、上記第２電圧に基づいて補正データが補正データ生
成手段によって生成される。上記補正データに基づいて、上記第１電圧と上記第２電圧の
差の絶対値がフレーム毎に等しくなるように上記第１電圧が調整手段によって調整される
。これにより、第１電圧と第２電圧の差の絶対値がどのフレームでも等しくなるので、フ
レーム毎に液晶画素の透過率は変化せず、表示品位が著しく向上する。
【０１２３】
また、上記液晶駆動装置には補正データを生成する補正データ生成手段が設けられている
ので、従来必要であった外付けの補正手段が不要となり、構成の簡素化及び低コスト化が
可能となる。格納手段に補正データを格納するだけで、あとは調整手段が調整を行うので
、調整作業が著しく簡素化されると共に、調整者の習熟度に無関係に一律な調整が行える
。
【０１２４】
また、共通電極に印加される第２電圧に基づいて補正データを生成することによって、外
部から補正データを供給されることなく、自動的に第１電圧の調整を行うことが可能とな
るという効果を併せて奏する。
【０１２５】
上記補正データ生成手段は、上記第２電圧をデジタル信号に変換する変換手段と、上記デ
ジタル信号に基づいて上記第２電圧の最大値及び最小値を保持する保持手段とを備えてい
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ることが好ましい。
【０１２６】
上記補正データは、上記第１電圧の振幅を補正する第１データと、上記第１電圧のオフセ
ットを補正する第２データとからなることが好ましい。上記第１電圧の振幅の補正は、上
記第１データと上記第２データとに基づいて行われることが好ましい。この場合、オフセ
ット補正の内容が反映されて第１電圧の振幅の補正が行われるので、調整手段における微
調整が不要となるという効果を併せて奏する。
【０１２７】
上記格納手段は、書き換え可能なメモリであることが好ましい。この場合、
書き換え可能なメモリに、製品出荷時に補正データを書きこむことができ、表示品位を簡
単に調整し出荷可能となる。また、製品出荷後でも、補正データを書き換えることによっ
て、適宜、調整が容易に行えるという効果を併せて奏する。
【０１２８】
上記調整手段は、上記補正データに応じて抵抗値が変化する可変抵抗であり、上記第１電
圧が抵抗値の上記変化に応じて調整されることが好ましい。この場合、可変抵抗は、たと
えば、複数の抵抗が直列に接続され、各抵抗の両端にスイッチ手段が並列に接続されたも
ので構成でき、これらのスイッチ手段の開閉を上記補正データによって行い、これにより
、それぞれ抵抗値が変化し、この抵抗値の変化に応じて、上記第１電圧を調整することが
可能となるという効果を併せて奏する。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明に係る液晶駆動装置の電圧生成回路の構成例を示す回路図である。
【図２】上記液晶駆動装置のソースドライバＩＣの構成例を示すブロック図である。
【図３】上記電圧生成回路の構成例を示す回路図である。
【図４】上記液晶駆動装置のソースドライバＩＣの他の構成例を示すブロック図である。
【図５】従来の表示装置の全体を説明するブロック図である。
【図６】従来のソースドライバＩＣの構成を示すブロック図である。
【図７】従来技術と本発明とを説明するものであり、表示パネルの概略構成例を示す回路
図である。
【図８】交流化駆動を説明する波形図である。
【図９】他の交流化駆動を説明する波形図である。
【図１０】ソース電極電圧と共通電極電圧の差の絶対値が等しくない場合を説明する波形
図である。
【図１１】従来の電圧生成回路の構成を示す回路図である。
【符号の説明】
１０００　セレクタ回路（切替手段）
１００１　電圧生成回路
２０５０　加算・演算回路（格納手段）
２０５１　オフセット情報格納レジスタ（格納手段）
２０５２　振幅情報格納レジスタ（格納手段）
２００４　可変抵抗（調整手段）
２００５　可変抵抗（調整手段）
２７０８　可変抵抗（調整手段）
２７０９　可変抵抗（調整手段）
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